
 

 

 

 

令和７年９月２6日 

総務部経営企画課企画政策係 

担当者名：許斐（このみ） 

電話番号：０９４７－４４－２０００（内線４０７） 

 

田川市省エネ家電買換促進助成金（対象品目追加）について 

 

１ 発表事項の概要 

  エネルギー価格高騰の影響を受けた市民のエネルギー費用の負担を軽減するとともに、 

脱炭素社会の推進に対する市民意識の向上に寄与することを目的として、既存の家電製品

を省エネ家電に買い換えた市民に対し、予算の範囲内において田川市省エネ家電買換促進  

助成金（以下「助成金」という。）を交付しております。 

これまでエアコン、冷蔵庫、LED 照明器具を助成金の対象品目としておりましたが、今回

新たに給湯器を追加することとなりましたので、記事掲載へのご協力をお願いします。 

 

２ 発表内容 

 ⑴ 対象家電 

   ①エアコン、②冷蔵庫、③LED照明器具、④給湯器（今回追加対象品目） 

※以下の助成金対象条件に該当する場合に限る。 

 

 ⑵ 助成率 

   購入価格の３分の１の金額を助成（税抜き価格） 

   ※設置工事費・配送料・リサイクル料を含む。 

 

 ⑶ 上限額 

   最大３万円 

※１品目につき１世帯当たり１回限り申請可能（複数個申請可能） 

 

 ⑷ 助成金対象条件 

  ア 家電 

   ① 各品目の目標年度の省エネ基準達成率が１００％以上のもの 

   ② 新品（未使用）であるもの ※リース品、レンタル品を除く。 

   ③ 田川市内に所在する店舗又は事業所において購入したもの 

   ④ 令和７年４月１日（火）から令和８年２月２７日（金）までに購入したもの 

   ※給湯器に限り、令和７年１０月１日（水）から令和８年２月２７日（金）までに購入したもの 

   ⑤ 設置（工事が必要なものは設置工事）が完了していること 

  イ 対象者 

   ① 田川市に住民票がある世帯主の方（同一世帯であれば代理申請可） 

   ② 市税の滞納がない方 

   ③ 過去に同じ品目の助成金を申請していない方 

   ④ 暴力団員、暴力団関係者ではない方 

   ⑤ 買換えした助成対象家電を自らが居住する自宅に設置する方 
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 ⑸ 申請期間 

   令和７年５月１日（木）から令和８年２月２７日（金）まで 

   ※給湯器に限り、令和７年１１月１日（土）から令和８年２月２７日（金）まで 

   ※ 先着順であり、予算額に達し次第終了 

 

 ⑹ 申請方法及び必要書類 

   別紙省エネ家電チラシのとおり 

  

田川市マスコットキャラクター「たがたん」 



 

お問い合わせ：田川市役所 経営企画課 ０９４７－８５－７１０１（平日）８：３０～１７：００ 

 

助成対象家電・助成金額

①エアコン 1/3 ３万円
２０２７
年度

②冷蔵庫
（冷凍庫除く）

1/3 ３万円
２０２１
年度

③LED
照明器具

（電球のみを除く）

1/3 ３万円
２０２０
年度

④給湯器
（エコキュート、

ガス/石油温水機器）
1/3 ３万円

２０２５
年度

令和7年
10月1日
～

令和8年
2月27日

令和7年
11月1日
～

令和8年
2月27日

購入費には、設置工事費・配送料・リサイクル料を含みます。（税抜き価格）
1品目につき１世帯あたり１回限り（複数個申請可能）

対象家電 助成率 上限額 目標年度 購入対象期間
省エネ基準達成率の確認方法
いずれかの方法でご確認ください

令和7年
4月1日
～

令和8年
2月27日

令和7年
5月1日
～

令和8年
2月27日

申請期間

店頭・カタログ
省エネルギー庁

「省エネ型製品情報サイト」

省エネ基準達成率

100％以上（緑色）

http://seihinjyoho.go.jp/



 

 申請のながれ 

 
□ 田川市省エネ家電買換助成金申請書兼実績報告書（様式第１号） 

□ 領収書又はレシートの写し（保証書） 

※購入日、購入店舗、型番、購入費用及び内訳が分かるもの 

□ エアコン、冷蔵庫については、買換え前製品の家電リサイクル排出兼排出者控えの写し 

□ LED照明器具については、買換えたことが確認できる設置前後の写真 

※写真の撮り忘れにご注意ください。 

 申請のながれ  

 

 

申請のながれ 

助成対象者の条件 ※すべてに該当すること 

助成対象家電の条件 ※すべてに該当すること 

助成対象家電の条件 ※すべてに該当すること 

申請に必要な書類 

申請方法 

 

□ 助成対象家電の各品目の目標年度の省エネ基準達成率が１００％以上のもの 

□ 新品（未使用）であるもの ※リース品、レンタル品は対象外 

□ 田川市内に所在する店舗又は事業所において購入したもの ※インターネット販売は対象外 

□ 対象期間内に購入したもの ※エアコン、冷蔵庫、LED 照明：令和７年４月１日から令和８年２月２７日まで 

給湯器：令和７年１０月１日から令和８年２月２７日まで 

□ 設置（工事が必要なものは設置工事）が完了していること 

 

□ 田川市に住民票がある世帯主の方 ※事業者は対象外 

□ 市税の滞納がない方 

□ 過去に同じ品目の助成金を申請していない方 ※1 品目につき１世帯あたり１回限り（複数個申請可能） 

□ 暴力団員、暴力団関係者ではない方 

□ 買換えした助成対象家電を自らが居住する自宅に設置する方 

 

□ 田川市省エネ家電買換促進助成金交付申請書（実績報告書）兼請求書（様式第１号） 

□ 対象品目ごとの領収書又はレシートの写し 

※購入日、購入店舗、購入金額及び内訳が分かるもの 

※購入時に全額決済をすることを条件とする 

□ メーカー発行の保証書の写し 

※型番が分かるもの 

□ エアコン、冷蔵庫については、買換え前製品の家電リサイクル排出券（排出者控え）の写し 

□ 家電設置の写真（１品目につき２枚程度） 

【エアコン、冷蔵庫】・・・・・・・・買換え後の設置した写真 

【LED 照明器具、給湯器】・・・買換え前と買換え後の設置した写真 

※写真の撮り忘れにご注意ください。 

□ 申請者の本人確認ができるものの写し（運転免許証、マイナンバーカード等） 

□ 申請者本人の振込先口座番号がわかるものの写し（通帳、キャッシュカード等） 

 

□ 田川市役所本庁舎４階 経営企画課に直接持参又はふくおか電子申請 

システム上で申請書類を添付し申請 

※１７時以降は翌開庁日の受付分となります。 

※申請額が予算枠の上限に達した場合はその日をもって受付を終了 

 

電子申請は 
こちらから 

 
市内の販売

店で対象商

品を購入 

市内の住居

に設置 

申請書類提出 

（窓口持参また電子申請） 

審 査 

 

交付決定通知 

 

指定口座

へ振込 
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